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奈良市報告第３７号

	 令和５年度決算に基づく奈良市財政の
	 健全化判断比率の報告について

　地方公共団体の財政の健全化に関する法律（平成１９年法律第９４号）第３条第１項の

規定により、令和５年度決算に基づく奈良市財政の健全化判断比率を監査委員の意見を付

けて次のとおり報告する。

　　令和６年９月６日提出

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　奈良市長　　仲　川　元　庸　　

　　　（単位：％）

比　率　名
令和５年度決算に基づく

健全化判断比率
早期健全化基準

実質赤字比率 ― 	11.25

連結実質赤字比率 ― 	16.25

実質公債費比率（３か年平均） 	9.8 	 25.0	

将来負担比率 81.7 350.0

備考　

　実質赤字比率及び連結実質赤字比率は、実質赤字額がないため、「―」と記載している。
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奈良市報告第３８号

	 令和５年度決算に基づく奈良市公営企業の
	 資金不足比率の報告について

　地方公共団体の財政の健全化に関する法律（平成１９年法律第９４号）第２２条第１項

の規定により、令和５年度決算に基づく奈良市公営企業の資金不足比率を監査委員の意見

を付けて次のとおり報告する。

　　令和６年９月６日提出

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　奈良市長　　仲　川　元　庸　　

　　　（単位：％）

会計の名称
令和５年度決算に
基づく資金不足比率

経営健全化基準

法
適
用

水道事業会計 ―

20.0下水道事業会計 ―

病院事業会計 ―

備考　

　資金不足比率は、資金不足額がないため、「―」と記載している。
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奈良市報告第４９号

奈良市第５次総合計画の実施状況（令和５年度）の報告について

　奈良市第５次総合計画の実施状況（令和５年度）について、奈良市行政に係る基本的な

計画の議決等に関する条例（平成２２年奈良市条例第２０号）第５条の規定により、次の

とおり報告する。

　　令和６年９月６日提出

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　奈良市長　　仲　川　元　庸　　

１　奈良市第５次総合計画実施状況（令和５年度）（別冊）
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奈良市報告第５０号

市長専決処分の報告について

　地方自治法第１８０条第１項の規定により、次に掲げる事件を別紙のとおり専決処分し

たので、同条第２項の規定によりこれを報告する。

　　令和６年９月６日提出

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　奈良市長　　仲　川　元　庸　　

１　令和６年度奈良市一般会計補正予算（第２号）
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市　長　専　決　処　分　書

　地方自治法第１８０条第１項の規定に基づき、下記の事件を別紙のとおり専決処分する

ものとする。

　　令和６年８月２日

奈良市長　　仲　川　元　庸　　

記

１　令和６年度奈良市一般会計補正予算（第２号）
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	 令和６年度奈良市一般会計
	 補正予算（第２号）

　令和６年度奈良市の一般会計補正予算（第２号）は、次に定めるところによる。

　（歳入歳出予算の補正）

第１条　歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ１，０１０，０００千円を追加し、歳

入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１６４，２２２，６７３千円とする。

２　歳入歳出予算の補正の款・項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出

予算の金額は、「第１表　歳入歳出予算補正」による。
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第１表　歳入歳出予算補正

　歳　入

　歳　出

款 項 補正前の額 補　正　額 計

16． 国 庫 支 出 金 35,995,578 1,010,000 37,005,578

４． 国	庫	交	付	金 9,808,373 1,010,000 10,818,373

歳 入 合 計 163,212,673 1,010,000 164,222,673

款 項 補正前の額 補　正　額 計

３． 民 生 費 74,739,975 1,010,000 75,749,975

１． 社	会	福	祉	費 35,740,075 1,010,000 36,750,075

歳 出 合 計 163,212,673 1,010,000 164,222,673

千円 千円 千円

千円 千円 千円
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奈良市報告第５１号

市長専決処分の報告について

　地方自治法第１８０条第１項の規定により、次に掲げる事件を別紙のとおり専決処分し

たので、同条第２項の規定によりこれを報告する。

　　令和６年９月６日提出

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　奈良市長　　仲　川　元　庸　　

１　コミュニティ住宅明渡し及び滞納家賃等の支払請求に関する訴えの提起について
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市　長　専　決　処　分　書

　地方自治法第１８０条第１項の規定に基づき、下記の事件を別紙のとおり専決処分する

ものとする。

　　令和６年７月１８日

奈良市長　　仲　川　元　庸　　

記

１　コミュニティ住宅明渡し及び滞納家賃等の支払請求に関する訴えの提起について

− 13 −



	 コミュニティ住宅明渡し及び滞納家賃等の支払請求に
	 関する訴えの提起について

　本市は、コミュニティ住宅の明渡し及び滞納家賃等の支払いを求めるため、次のとおり

裁判所に訴えを提起する。

１　訴えを提起する相手方の住所及び氏名

　　別表のとおり

２　訴えの要旨

　　別表に記載する者を相手方として、次の判決及び仮執行の宣言を求める。

⑴　コミュニティ住宅を明渡し、かつ原状に復し、奈良市コミュニティ住宅条例第６条

で準用する奈良市営住宅条例第３８条第４項の規定により徴収する金銭を支払え。

⑵　滞納家賃等及びこれに対する遅延損害金を支払え。

⑶　訴訟費用は被告の負担とする。

３　訴訟遂行の方針

⑴　弁護士を訴訟代理人と定める。

⑵　判決の結果、必要がある場合は上訴する。

⑶　本市は、上記の訴訟において必要があるときは、適当と認める条件で当事者と和解

することができる。

− 14 −



別　表

番号 住　　　所 氏　名 住宅名及び住宅番号 請求の原因

１ 家賃滞納
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奈良市報告第５２号

市長専決処分の報告について

　地方自治法第１８０条第１項の規定により、次に掲げる事件を別紙のとおり専決処分し

たので、同条第２項の規定によりこれを報告する。

　　令和６年９月６日提出

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　奈良市長　　仲　川　元　庸　　

１　和解及び損害賠償の額の決定について
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市　長　専　決　処　分　書

　地方自治法第１８０条第１項の規定に基づき、下記の事件を専決処分するものとする。

　　令和６年７月５日

奈良市長　　仲　川　元　庸　　

記

　　　和解及び損害賠償の額の決定について

　令和５年１１月３日午後６時４０分頃、奈良市樽井町地内において発生した、市道を歩

いていた相手方が植樹桝の段差により転倒し、負傷した事故について、和解により次のと

おり損害賠償の額を決定するものとする。

１　損害賠償の額　　９９，７２０円

− 17 −



奈良市報告第５３号

市長専決処分の報告について

　地方自治法第１８０条第１項の規定により、次に掲げる事件を別紙のとおり専決処分し

たので、同条第２項の規定によりこれを報告する。

　　令和６年９月６日提出

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　奈良市長　　仲　川　元　庸　　

１　和解及び損害賠償の額の決定について
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市　長　専　決　処　分　書

　地方自治法第１８０条第１項の規定に基づき、下記の事件を専決処分するものとする。

　　令和６年７月５日

奈良市長　　仲　川　元　庸　　

記

　　　和解及び損害賠償の額の決定について

　令和６年３月２２日午後３時４０分頃、奈良市東寺林町地内において発生した、市道を

歩いていた相手方が穴ぼこにより転倒し、負傷した事故について、和解により次のとおり

損害賠償の額を決定するものとする。

１　損害賠償の額　　２６，９５０円
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奈良市報告第５４号

市長専決処分の報告について

　地方自治法第１８０条第１項の規定により、次に掲げる事件を別紙のとおり専決処分し

たので、同条第２項の規定によりこれを報告する。

　　令和６年９月６日提出

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　奈良市長　　仲　川　元　庸　　

１　和解及び損害賠償の額の決定について
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市　長　専　決　処　分　書

　地方自治法第１８０条第１項の規定に基づき、下記の事件を専決処分するものとする。

　　令和６年７月１１日

奈良市長　　仲　川　元　庸　　

記

　　　和解及び損害賠償の額の決定について

　令和６年４月９日午前８時２５分頃、奈良市奈良阪町地内において発生した、本市の公

用車が相手方所有の小屋に接触した事故について、和解により次のとおり損害賠償の額を

決定するものとする。

１　損害賠償の額　　２８４，１３０円

− 21 −



奈良市報告第５５号

市長専決処分の報告について

　地方自治法第１８０条第１項の規定により、次に掲げる事件を別紙のとおり専決処分し

たので、同条第２項の規定によりこれを報告する。

　　令和６年９月６日提出

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　奈良市長　　仲　川　元　庸　　

１　和解及び損害賠償の額の決定について
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市　長　専　決　処　分　書

　地方自治法第１８０条第１項の規定に基づき、下記の事件を専決処分するものとする。

　　令和６年７月１１日

奈良市長　　仲　川　元　庸　　

記

　　　和解及び損害賠償の額の決定について

　令和６年４月２５日午前１０時頃、奈良市西九条町三丁目地内において発生した、本市

の公用車が相手方の普通自動車に接触した事故について、和解により次のとおり損害賠償

の額を決定するものとする。

１　損害賠償の額　　５２６，３００円

− 23 −



奈良市報告第５６号

市長専決処分の報告について

　地方自治法第１８０条第１項の規定により、次に掲げる事件を別紙のとおり専決処分し

たので、同条第２項の規定によりこれを報告する。

　　令和６年９月６日提出

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　奈良市長　　仲　川　元　庸　　

１　和解及び損害賠償の額の決定について

− 24 −



市　長　専　決　処　分　書

　地方自治法第１８０条第１項の規定に基づき、下記の事件を専決処分するものとする。

　　令和６年７月１８日

奈良市長　　仲　川　元　庸　　

記

　　　和解及び損害賠償の額の決定について

　令和５年１２月７日午後６時４５分頃、奈良市杉ヶ町地内において発生した、市道上の

段差により、自転車で走行していた相手方が転倒し負傷した事故について、和解により次

のとおり損害賠償の額を決定するものとする。

１　損害賠償の額　　３７４，５２２円

− 25 −



奈良市報告第５７号

市長専決処分の報告について

　地方自治法第１８０条第１項の規定により、次に掲げる事件を別紙のとおり専決処分し

たので、同条第２項の規定によりこれを報告する。

　　令和６年９月６日提出

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　奈良市長　　仲　川　元　庸　　

１　和解及び損害賠償の額の決定について

− 26 −



市　長　専　決　処　分　書

　地方自治法第１８０条第１項の規定に基づき、下記の事件を専決処分するものとする。

　　令和６年７月２３日

奈良市長　　仲　川　元　庸　　

記

　　　和解及び損害賠償の額の決定について

　令和６年５月２４日午後３時２０分頃、奈良市芝辻󠄀町二丁目地内において発生した、本

市の公用車が民家の塀に接触した事故について、和解により次のとおり損害賠償の額を決

定するものとする。

１　損害賠償の額　　５７，７５０円

− 27 −



奈良市報告第５８号

市長専決処分の報告について

　地方自治法第１８０条第１項の規定により、次に掲げる事件を別紙のとおり専決処分し

たので、同条第２項の規定によりこれを報告する。

　　令和６年９月６日提出

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　奈良市長　　仲　川　元　庸　　

１　和解及び損害賠償の額の決定について
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市　長　専　決　処　分　書

　地方自治法第１８０条第１項の規定に基づき、下記の事件を専決処分するものとする。

　　令和６年７月２８日

奈良市長　　仲　川　元　庸　　

記

　　　和解及び損害賠償の額の決定について

　令和６年４月２６日午後１時３０分頃、奈良市三碓一丁目地内において発生した、本市

の公用車が相手方の軽自動車に接触した事故について、和解により次のとおり損害賠償の

額を決定するものとする。

１　損害賠償の額　　３９７，０００円
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奈良市報告第５９号

市長専決処分の報告について

　地方自治法第１８０条第１項の規定により、次に掲げる事件を別紙のとおり専決処分し

たので、同条第２項の規定によりこれを報告する。

　　令和６年９月６日提出

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　奈良市長　　仲　川　元　庸　　

１　和解及び損害賠償の額の決定について
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市　長　専　決　処　分　書

　地方自治法第１８０条第１項の規定に基づき、下記の事件を専決処分するものとする。

　　令和６年７月２８日

奈良市長　　仲　川　元　庸　　

記

　　　和解及び損害賠償の額の決定について

　令和６年４月２６日午後１時３０分頃、奈良市三碓一丁目地内において発生した、本市

の公用車が民家の外構フェンスに接触した事故について、和解により次のとおり損害賠償

の額を決定するものとする。

１　損害賠償の額　　６５，７８０円

− 31 −



奈良市報告第６０号

市長専決処分の報告について

　地方自治法第１８０条第１項の規定により、次に掲げる事件を別紙のとおり専決処分し

たので、同条第２項の規定によりこれを報告する。

　　令和６年９月６日提出

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　奈良市長　　仲　川　元　庸　　

１　和解及び損害賠償の額の決定について
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市　長　専　決　処　分　書

　地方自治法第１８０条第１項の規定に基づき、下記の事件を専決処分するものとする。

　　令和６年８月１日

奈良市長　　仲　川　元　庸　　

記

　　　和解及び損害賠償の額の決定について

　令和６年３月２７日午前１１時５５分頃、奈良市押熊町地内において発生した、本市の

公用車が相手方の普通自動車に追突した事故について、和解により次のとおり損害賠償の

額を決定するものとする。

１　損害賠償の額　　９４６，０００円

− 33 −



奈良市報告第６１号

市長専決処分の報告について

　地方自治法第１８０条第１項の規定により、次に掲げる事件を別紙のとおり専決処分し

たので、同条第２項の規定によりこれを報告する。

　　令和６年９月６日提出

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　奈良市長　　仲　川　元　庸　　

１　和解及び損害賠償の額の決定について
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市　長　専　決　処　分　書

　地方自治法第１８０条第１項の規定に基づき、下記の事件を専決処分するものとする。

　　令和６年８月１日

奈良市長　　仲　川　元　庸　　

記

　　　和解及び損害賠償の額の決定について

　令和６年３月２７日午前１１時５５分頃、奈良市押熊町地内において発生した、本市の

公用車が相手方の普通自動車に追突し、同乗していた相手方が負傷した事故について、和

解により次のとおり損害賠償の額を決定するものとする。

１　損害賠償の額　　６６，７４０円

− 35 −



奈良市報告第６２号

市長専決処分の報告について

　地方自治法第１８０条第１項の規定により、次に掲げる事件を別紙のとおり専決処分し

たので、同条第２項の規定によりこれを報告する。

　　令和６年９月６日提出

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　奈良市長　　仲　川　元　庸　　

１　和解及び損害賠償の額の決定について
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市　長　専　決　処　分　書

　地方自治法第１８０条第１項の規定に基づき、下記の事件を専決処分するものとする。

　　令和６年８月１日

奈良市長　　仲　川　元　庸　　

記

　　　和解及び損害賠償の額の決定について

　令和６年３月２７日午前１１時５５分頃、奈良市押熊町地内において発生した、本市の

公用車が相手方の普通自動車に追突し、相手方が負傷した事故について、和解により次の

とおり損害賠償の額を決定するものとする。

１　損害賠償の額　　３６，２６０円

− 37 −



奈良市報告第６３号

市長専決処分の報告について

　地方自治法第１８０条第１項の規定により、次に掲げる事件を別紙のとおり専決処分し

たので、同条第２項の規定によりこれを報告する。

　　令和６年９月６日提出

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　奈良市長　　仲　川　元　庸　　

１　損害賠償の額の決定について

− 38 −



市　長　専　決　処　分　書

　地方自治法第１８０条第１項の規定に基づき、下記の事件を専決処分するものとする。

　　令和６年７月８日

奈良市長　　仲　川　元　庸　　

記

　　　損害賠償の額の決定について

　令和３年１０月１日付けで本市教育委員会職員に対して分限免職処分を行ったが、その

後、地方公務員災害補償基金において在職中の公務災害が認められ、分限免職を取り消し

たことに伴い、遡及して給与を支払うことについて、次のとおり損害賠償の額を決定する

ものとする。

１　損害賠償の額　　５８９，２９４円
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奈良市議案第７０号

	 令和６年度奈良市一般会計
	 補正予算（第３号）

　令和６年度奈良市の一般会計補正予算（第３号）は、次に定めるところによる。

　（歳入歳出予算の補正）

第１条　歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ２，０２９，１０８千円を追加し、歳

入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１６６，２５１，７８１千円とする。

２　歳入歳出予算の補正の款・項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出

予算の金額は、「第１表　歳入歳出予算補正」による。

　（債務負担行為の補正）

第２条　債務負担行為の追加、変更及び廃止は、「第２表　債務負担行為補正」による。

　（地方債の補正）

第３条　地方債の変更は、「第３表　地方債補正」による。

　　令和６年９月６日提出

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　奈良市長　　仲　川　元　庸　　
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款 項 補正前の額 補　正　額 計

16． 国 庫 支 出 金 37,005,578 151,494 37,157,072

２． 国	庫	補	助	金 4,152,071 3,050 4,155,121

４． 国	庫	交	付	金 10,818,373 148,444 10,966,817

21． 繰 越 金 51,966 1,634,914 1,686,880

１． 繰 越 金 51,966 1,634,914 1,686,880

23． 市 債 15,572,800 242,700 15,815,500

１． 市 債 15,572,800 242,700 15,815,500

歳 入 合 計 164,222,673 2,029,108 166,251,781

第１表　歳入歳出予算補正

　歳　入

千円 千円 千円

千円 千円 千円

　歳　出

款 項 補正前の額 補　正　額 計

２． 総 務 費 18,921,908 58,200 18,980,108

１． 総	務	管	理	費 12,771,914 48,400 12,820,314

２． 企 画 費 3,289,133 9,800 3,298,933

３． 民 生 費 75,749,975 1,590,020 77,339,995

１． 社	会	福	祉	費 36,750,075 550,541 37,300,616

２． 児 童 福 祉 費 25,597,618 825,835 26,423,453

３． 生	活	保	護	費 13,150,470 213,644 13,364,114
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款 項 補正前の額 補　正　額 計

４． 衛 生 費 14,055,835 305,850 14,361,685

１． 保 健 衛 生 費 4,972,816 210,476 5,183,292

２． 保 健 所 費 823,750 55,374 879,124

３． 清 掃 費 8,009,183 40,000 8,049,183

８． 観 光 費 1,019,095 29,000 1,048,095

１． 観 光 費 1,019,095 29,000 1,048,095

９． 土 木 費 13,036,881 40,000 13,076,881

４． 都 市 計 画 費 4,786,855 40,000 4,826,855

10． 消 防 費 5,533,724 4,038 5,537,762

１． 消 防 費 5,533,724 4,038 5,537,762

11． 教 育 費 14,118,712 2,000 14,120,712

２． 小 学 校 費 2,340,810 2,000 2,342,810

歳 出 合 計 164,222,673 2,029,108 166,251,781

千円 千円 千円

千円

第２表　債務負担行為補正

　１．追加分

事　　　　　　　　　　項 期　　　間 限 　　　度　　　 額

社会的養護自立支援拠点事業委託 令和６年度から
令和９年度まで 55,800

産 業 用 地 開 発 促 進 奨 励 金 令和６年度から
令和11年度まで 8,000
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　２．変更分

　３．廃止分

事　　　　　　　項
補　　　正　　　前 補　　　正　　　後

期　　　間 限　度　額 期　　　間 限　度　額

高 の 原 橋 長 寿 命 化
修 繕 工 事 委 託

令和６年度から
令和７年度まで 200,000 令和６年度から

令和８年度まで 280,000
千円 千円

千円

事　　　　　　　　　　項 期　　　間 限 　　　度　　　 額

社 会 的 養 護 自 立 支 援 事 業 委 託 令和６年度から
令和９年度まで 26,100

第３表　地方債補正

　１．変更分

起　債　の　目　的
限　　　　　度　　　　　額

補 　 正 　 前 補 　 正 　 後

庁 舎 等 施 設 整 備 事 業 706,100 749,500

文 化 振 興 施 設 整 備 事 業 129,100 138,900

ス ポ ー ツ 施 設 整 備 事 業 736,600 741,600

福 祉 施 設 整 備 事 業 391,500 504,000

清 掃 施 設 整 備 事 業 2,379,100 2,419,100

観 光 施 設 整 備 事 業 77,600 91,600

都 市 計 画 事 業 1,661,000 1,679,000

計 15,572,800 15,815,500

千円 千円
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奈良市議案第７１号

	 令和６年度奈良市国民健康保険
	 特別会計補正予算（第１号）

　令和６年度奈良市の国民健康保険特別会計補正予算（第１号）は、次に定めるところに

よる。

　（歳入歳出予算の補正）

第１条　歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ１３，６１７千円を追加し、歳入歳出

予算の総額を歳入歳出それぞれ３５，８７３，６１７千円とする。

２　歳入歳出予算の補正の款・項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出

予算の金額は、「第１表　歳入歳出予算補正」による。

　　令和６年９月６日提出

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　奈良市長　　仲　川　元　庸　　
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款 項 補正前の額 補　正　額 計

６． 繰 越 金 ― 13,617 13,617

１． 繰 越 金 ― 13,617 13,617

歳 入 合 計 35,860,000 13,617 35,873,617

第１表　歳入歳出予算補正

　歳　入

千円 千円 千円

　（註）「第６款　諸収入」を「第７款　諸収入」に改める。

千円 千円 千円

　歳　出

款 項 補正前の額 補　正　額 計

７． 諸 支 出 金 29,242 13,617 42,859

１． 還 付 及 び
還	付	加	算	金 29,242 13,617 42,859

歳 出 合 計 35,860,000 13,617 35,873,617
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奈良市議案第７２号

	 令和６年度奈良市介護保険
	 特別会計補正予算（第１号）

　令和６年度奈良市の介護保険特別会計補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。

　（歳入歳出予算の補正）

第１条　歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ３１８，７３５千円を追加し、歳入歳

出予算の総額を歳入歳出それぞれ３６，９１８，７３５千円とする。

２　歳入歳出予算の補正の款・項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出

予算の金額は、「第１表　歳入歳出予算補正」による。

　　令和６年９月６日提出

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　奈良市長　　仲　川　元　庸　　
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款 項 補正前の額 補　正　額 計

７． 繰 越 金 ― 318,735 318,735

１． 繰 越 金 ― 318,735 318,735

歳 入 合 計 36,600,000 318,735 36,918,735

第１表　歳入歳出予算補正

　歳　入

　（註）「第７款　諸収入」を「第８款　諸収入」に改める。

千円 千円 千円

千円 千円 千円

　歳　出

款 項 補正前の額 補　正　額 計

５． 諸 支 出 金 145,688 318,735 464,423

１． 償 還 金 及 び
還 付 加 算 金 11,200 318,735 329,935

歳 出 合 計 36,600,000 318,735 36,918,735
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奈良市議案第７３号

奈良市一般職の職員の給与に関する条例の一部改正について

　奈良市一般職の職員の給与に関する条例の一部を次のように改正しようとする。

　　令和６年９月６日提出

奈良市長　　仲　川　元　庸　　

　　　奈良市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例

　奈良市一般職の職員の給与に関する条例（昭和３２年奈良市条例第２１号）の一部を次

のように改正する。

　第７条第４項中「７級」を「６級」に改める。

　第１２条ただし書中「が９級以上」を「が８級」に、「給料表９級以上職員」を「給料

表８級職員」に改める。

　第１３条第１項中「が８級」を「が７級」に、「給料表８級職員」を「給料表７級職員

」に改める。

　第１４条第１項中「給料表９級以上職員」を「給料表８級職員」に改める。

　第１５条第１項中「給料表９級以上職員」を「給料表８級職員」に改め、同条第２項第

２号及び第３号中「給料表９級以上職員」を「給料表８級職員」に改め、同項第４号中「

給料表８級職員」を「給料表７級職員」に、「給料表９級以上職員」を「給料表８級職員

」に改め、同項第５号中「給料表９級以上職員」を「給料表８級職員」に改め、同項第６

号中「給料表８級職員」を「給料表７級職員」に、「給料表９級以上職員」を「給料表８

級職員」に改める。

　別表第１を次のように改める。

別表第１（第５条関係）

給　料　表

職員の
区分　

職務
の級 １　級 ２　級 ３　級 ４　級 ５　級 ６　級 ７　級 ８　級

号給 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額
円 円 円 円 円 円 円 円

１ 162,100 208,000 240,900 271,600 295,400 365,500 410,300 459,900
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２ 163,200 209,700 242,400 273,200 297,500 368,100 412,700 463,000

３ 164,400 211,400 243,800 274,700 299,500 370,500 415,200 466,000

４ 165,500 212,900 245,200 276,300 301,400 372,900 417,600 469,000

　 　 　 　 　 　 　 　

５ 166,600 214,400 246,400 277,800 303,200 374,800 419,500 472,000

６ 167,700 216,200 248,000 279,500 305,000 377,300 421,600 475,000

７ 168,800 217,900 249,500 281,300 306,600 379,600 423,700 478,000

８ 169,900 219,600 250,900 283,100 308,200 382,100 425,900 481,100

　 　 　 　 　 　 　 　

９ 170,900 221,100 252,000 284,800 309,800 384,500 427,800 483,800

10 172,300 222,600 253,400 286,700 312,000 387,100 429,900 486,900

11 173,600 224,100 254,900 288,500 314,200 389,700 432,000 489,900

12 174,900 225,600 256,200 290,300 316,200 392,300 433,900 493,000

　 　 　 　 　 　 　 　

13 176,100 226,800 257,500 292,100 318,200 394,600 435,600 495,700

14 177,600 228,200 258,700 293,700 320,200 396,900 437,400 498,000

15 179,100 229,600 259,900 295,100 322,100 399,100 439,300 500,300

16 180,700 231,000 261,100 296,500 324,000 401,400 441,200 502,600

　 　 　 　 　 　 　 　

17 181,800 232,400 262,300 298,000 325,900 403,200 443,000 504,600

18 183,200 234,000 263,600 300,000 327,900 405,100 444,800 506,000

19 184,600 235,500 264,900 302,000 329,800 407,000 446,600 507,500

20 186,000 236,900 266,200 303,800 331,700 408,800 448,300 508,900

　 　 　 　 　 　 　 　

21 187,300 238,100 267,600 305,500 333,400 410,600 450,100 510,100

22 189,600 239,700 269,100 307,400 335,400 412,400 451,600 511,500

23 191,800 241,200 270,700 309,300 337,400 414,200 453,000 513,000

24 194,000 242,600 272,200 311,100 339,300 416,000 454,500 514,500

　 　 　 　 　 　 　 　

25 196,200 243,600 273,800 312,800 340,700 417,600 455,900 515,600
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26 197,900 245,100 275,500 314,800 342,600 419,100 457,200 516,700

27 199,400 246,400 277,100 316,800 344,500 420,600 458,500 517,900

28 200,900 247,600 278,700 318,700 346,400 422,100 459,700 519,100

　 　 　 　 　 　 　 　

29 202,400 248,700 280,300 320,400 348,000 423,600 460,700 520,100

30 203,800 249,700 281,800 322,400 349,900 424,900 461,400 521,000

31 205,200 250,600 283,300 324,400 351,700 426,200 462,200 521,900

32 206,600 251,500 284,800 326,400 353,500 427,400 462,900 522,800

　 　 　 　 　 　 　 　

33 208,000 252,400 285,900 327,600 355,300 428,600 463,600 523,600

34 209,300 253,300 287,500 329,600 357,100 429,900 464,400 524,500

35 210,600 254,100 289,000 331,500 358,800 431,200 465,100 525,200

36 211,900 254,900 290,500 333,500 360,500 432,400 465,700 525,700

　 　 　 　 　 　 　 　

37 213,200 255,600 291,900 335,400 361,900 433,600 466,200 526,400

38 214,400 256,700 293,500 337,300 363,200 434,400 466,800 527,000

39 215,600 257,900 295,100 339,200 364,500 435,200 467,400 527,800

40 216,700 259,000 296,700 341,100 365,900 436,000 468,000 528,400

　 　 　 　 　 　 　 　

41 217,800 260,200 298,200 342,900 367,000 436,600 468,500 528,900

42 218,900 261,400 299,800 344,800 367,900 437,300 469,000 　

43 219,900 262,500 301,300 346,600 368,900 438,000 469,400 　

44 220,900 263,600 302,800 348,400 370,000 438,700 469,700 　

　 　 　 　 　 　 　 　

45 221,800 264,700 304,400 349,900 370,800 439,500 470,000 　

46 222,700 265,800 306,000 351,300 371,700 440,300 　 　

47 223,600 266,900 307,600 352,700 372,600 440,700 　 　

48 224,500 267,900 309,100 354,200 373,400 441,400 　 　

　 　 　 　 　 　 　 　

49 225,400 268,900 310,000 355,700 374,200 441,900 　 　
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50 226,300 269,900 311,500 356,500 375,000 442,300 　 　

51 227,200 270,900 313,000 357,500 375,800 442,700 　 　

52 228,100 271,800 314,600 358,500 376,500 443,100 　 　

　 　 　 　 　 　 　 　

53 228,900 272,700 316,200 359,400 377,200 443,500 　 　

54 229,800 273,600 317,800 360,500 377,900 443,900 　 　

55 230,700 274,500 319,300 361,400 378,600 444,300 　 　

56 231,500 275,400 320,800 362,400 379,300 444,600 　 　

　 　 　 　 　 　 　 　

57 231,800 276,300 322,200 363,300 379,800 444,900 　 　

58 232,600 277,200 323,400 364,000 380,400 445,300 　 　

59 233,300 278,100 324,500 364,700 381,000 445,600 　 　

60 233,900 279,000 325,600 365,300 381,700 445,900 　 　

　 　 　 　 　 　 　 　

61 234,500 280,000 326,300 365,700 382,100 446,200 　 　

62 235,200 281,000 327,200 366,300 382,800 　 　 　

63 235,800 281,900 328,000 367,000 383,400 　 　 　

64 236,300 282,800 328,800 367,700 384,000 　 　 　

　 　 　 　 　 　 　 　

65 236,800 283,300 329,600 368,000 384,400 　 　 　

66 237,300 284,000 330,000 368,700 385,000 　 　 　

67 237,800 284,700 330,600 369,400 385,600 　 　 　

68 238,400 285,600 331,300 370,000 386,200 　 　 　

　 　 　 　 　 　 　 　

69 238,900 286,600 332,100 370,300 386,600 　 　 　

70 239,400 287,400 332,800 370,900 387,100 　 　 　

71 239,900 288,200 333,500 371,600 387,600 　 　 　

72 240,400 289,000 334,100 372,200 388,200 　 　 　

　 　 　 　 　 　 　 　

73 240,900 289,700 334,600 372,500 388,500 　 　 　

定年前
再任用
短時間
勤務職
員以外
の職員
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74 241,400 290,200 335,200 373,100 388,900 　 　 　

75 241,800 290,600 335,700 373,800 389,300 　 　 　

76 242,300 291,000 336,300 374,400 389,700 　 　 　

　 　 　 　 　 　 　 　

77 242,800 291,200 336,600 374,800 390,000 　 　 　

78 243,300 291,500 337,100 375,300 390,300 　 　 　

79 243,800 291,700 337,500 375,900 390,600 　 　 　

80 244,300 292,000 337,900 376,400 390,800 　 　 　

　 　 　 　 　 　 　 　

81 244,700 292,200 338,300 376,900 391,000 　 　 　

82 245,200 292,400 338,800 377,500 391,300 　 　 　

83 245,600 292,700 339,300 378,000 391,600 　 　 　

84 246,000 292,900 339,800 378,300 391,800 　 　 　

　 　 　 　 　 　 　 　

85 246,400 293,200 340,100 378,700 392,000 　 　 　

86 246,800 293,500 340,500 379,200 392,300 　 　 　

87 247,200 293,800 341,000 379,600 392,600 　 　 　

88 247,600 294,100 341,400 380,000 392,800 　 　 　

　 　 　 　 　 　 　 　

89 248,000 294,400 341,700 380,400 393,000 　 　 　

90 248,500 294,800 342,100 380,900 393,300 　 　 　

91 248,800 295,100 342,600 381,300 393,600 　 　 　

92 249,100 295,500 343,000 381,700 393,800 　 　 　

　 　 　 　 　 　 　 　

93 249,400 295,700 343,200 382,000 394,000 　 　 　

94 　 295,900 343,600 　 　 　 　 　

95 　 296,200 344,100 　 　 　 　 　

96 　 296,600 344,500 　 　 　 　 　

　 　 　 　 　 　 　 　

97 　 296,800 344,700 　 　 　 　 　
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98 　 297,100 345,100 　 　 　 　 　

99 　 297,500 345,500 　 　 　 　 　

100 　 297,900 345,800 　 　 　 　 　

　 　 　 　 　 　 　 　

101 　 298,100 346,100 　 　 　 　 　

102 　 298,400 346,500 　 　 　 　 　

103 　 298,800 346,900 　 　 　 　 　

104 　 299,100 347,300 　 　 　 　 　

　 　 　 　 　 　 　 　

105 　 299,300 347,800 　 　 　 　 　

106 　 299,600 348,200 　 　 　 　 　

107 　 300,000 348,600 　 　 　 　 　

108 　 300,300 349,000 　 　 　 　 　

　 　 　 　 　 　 　 　

109 　 300,500 349,500 　 　 　 　 　

110 　 300,900 349,900 　 　 　 　 　

111 　 301,300 350,200 　 　 　 　 　

112 　 301,600 350,500 　 　 　 　 　

　 　 　 　 　 　 　 　

113 　 301,800 351,000 　 　 　 　 　

114 　 302,000 　 　 　 　 　 　

115 　 302,300 　 　 　 　 　 　

116 　 302,700 　 　 　 　 　 　

　 　 　 　 　 　 　 　

117 　 302,900 　 　 　 　 　 　

118 　 303,100 　 　 　 　 　 　

119 　 303,400 　 　 　 　 　 　

120 　 303,700 　 　 　 　 　 　

　 　 　 　 　 　 　 　

121 　 304,100 　 　 　 　 　 　
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122 　 304,300 　 　 　 　 　 　

123 　 304,600 　 　 　 　 　 　

124 　 304,900 　 　 　 　 　 　

　 　 　 　 　 　 　 　

125 　 305,200 　 　 　 　 　 　

定年前
再任用
短時間
勤務職
員　　

基準給料
月額

基準給料
月額

基準給料
月額

基準給料
月額

基準給料
月額

基準給料
月額

基準給料
月額

基準給料
月額

円 円 円 円 円 円 円 円

188,700 216,200 256,200 275,600 290,700 358,000 391,200 442,400

　別表第２の６級の項を削り、同表７級の項中「７級」を「６級」に改め、「相当の経験

を有する」を削り、同表８級の項中「８級」を「７級」に改め、同表９級の項中「９級」

を「８級」に改め、同表１０級の項を削る。

　　　附　則

　（施行期日）

１　この条例は、令和７年４月１日から施行する。

　（特定の職務の級の切替え）

２　令和７年４月１日（以下「切替日」という。）の前日においてその者が属していた職

務の級（以下「旧級」という。）が附則別表第１に掲げられている職務の級であった職

員の切替日における職務の級（以下「新級」という。）は、旧級に対応する同表の新級

欄に定める職務の級とする。

　（号給の切替え）

３　切替日の前日において奈良市一般職の職員の給与に関する条例（以下「給与条例」と

いう。）別表第１の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給（以下「新号

給」という。）は、旧級及び切替日の前日においてその者が受けていた号給（以下「旧

号給」という。）に応じて附則別表第２に定める号給とする。

　（切替日前の異動者の号給の調整）

４　切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長が定めるこれに準ずる職員の新

号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした

場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が定めるところにより、必要な調

整を行うことができる。

　（職員が受けていた号給等の基礎）
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５　前３項の規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級

及びその者が受けていた号給又は給料月額は、この条例による改正前の給与条例及びこ

れに基づく市長が定める規則の規定に従って定められたものでなければならない。

　（委任）

６　附則第２項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、

市長が規則で定める。

　（奈良市職員の退職手当に関する条例の一部改正）

７　奈良市職員の退職手当に関する条例（昭和５９年奈良市条例第６号）の一部を次のよ

うに改正する。

　　第７条の４第１項各号を次のように改める。

　　⑴　第１号区分　６５，０００円

　　⑵　第２号区分　５９，５５０円

　　⑶　第３号区分　５４，１５０円

　　⑷　第４号区分　３２，５００円

　　⑸　第５号区分　２７，１００円

　　⑹　第６号区分　２１，７００円

　　⑺　第７号区分　零

附則別表第１　職務の級の切替表（附則第２項関係）

旧　級 新　級

１　級 １　級

２　級 ２　級

３　級 ３　級

４　級 ４　級

５　級 ５　級

６　級
６　級

７　級

８　級 ７　級

９　級
８　級

１０級
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附則別表第２　職員の号給の切替表（附則第３項関係）

旧　級
旧号給

６級 ７級 ８級 ９級 １０級

１ １ １ １ １ １

２ １ ２ ２ ２ ２

３ １ ３ ３ ３ ３

４ １ ４ ４ ４ ４

５ １ ５ ５ ５ ５

６ １ ６ ６ ６ ６

７ １ ７ ７ ７ ７

８ １ ８ ８ ８ ８

９ １ ９ ９ ９ ９

１０ １ １０ １０ １０ １０

１１ １ １１ １１ １１ １１

１２ １ １２ １２ １２ １２

１３ １ １３ １３ １３ １３

１４ ２ １４ １４ １４ １４

１５ ３ １５ １５ １５ １５

１６ ４ １６ １６ １６ １６

１７ ５ １７ １７ １７ １７

１８ ６ １８ １８ １８ １８

１９ ７ １９ １９ １９ １９

２０ ８ ２０ ２０ ２０ ２０

２１ ９ ２１ ２１ ２１ ２１

２２ １０ ２２ ２２ ２２ 　

２３ １１ ２３ ２３ ２３ 　

２４ １２ ２４ ２４ ２４ 　

２５ １３ ２５ ２５ ２５ 　
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２６ １４ ２６ ２６ ２６ 　

２７ １５ ２７ ２７ ２７ 　

２８ １６ ２８ ２８ ２８ 　

２９ １７ ２９ ２９ ２９ 　

３０ １８ ３０ ３０ ３０ 　

３１ １９ ３１ ３１ ３１ 　

３２ ２０ ３２ ３２ ３２ 　

３３ ２１ ３３ ３３ ３３ 　

３４ ２１ ３４ ３４ ３４ 　

３５ ２２ ３５ ３５ ３５ 　

３６ ２２ ３６ ３６ ３６ 　

３７ ２３ ３７ ３７ ３７ 　

３８ ２３ ３８ ３８ ３８ 　

３９ ２４ ３９ ３９ ３９ 　

４０ ２４ ４０ ４０ ４０ 　

４１ ２５ ４１ ４１ ４１ 　

４２ ２５ ４２ ４２ 　 　

４３ ２６ ４３ ４３ 　 　

４４ ２６ ４４ ４４ 　 　

４５ ２７ ４５ ４５ 　 　

４６ ２７ ４６ 　 　 　

４７ ２８ ４７ 　 　 　

４８ ２８ ４８ 　 　 　

４９ ２９ ４９ 　 　 　

５０ ２９ ５０ 　 　 　

５１ ２９ ５１ 　 　 　

５２ ２９ ５２ 　 　 　
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５３ ３０ ５３ 　 　 　

５４ ３０ ５４ 　 　 　

５５ ３０ ５５ 　 　 　

５６ ３０ ５６ 　 　 　

５７ ３１ ５７ 　 　 　

５８ ３１ ５８ 　 　 　

５９ ３１ ５９ 　 　 　

６０ ３１ ６０ 　 　 　

６１ ３１ ６１ 　 　 　

６２ ３１ 　 　 　 　

６３ ３１ 　 　 　 　

６４ ３１ 　 　 　 　

６５ ３１ 　 　 　 　

６６ ３１ 　 　 　 　

６７ ３１ 　 　 　 　

６８ ３１ 　 　 　 　

６９ ３１ 　 　 　 　

７０ ３１ 　 　 　 　

７１ ３１ 　 　 　 　

７２ ３１ 　 　 　 　

７３ ３１ 　 　 　 　

７４ ３１ 　 　 　 　

７５ ３１ 　 　 　 　

７６ ３１ 　 　 　 　

７７ ３１ 　 　 　 　

７８ ３２ 　 　 　 　

７９ ３２ 　 　 　 　
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８０ ３２ 　 　 　 　

８１ ３２ 　 　 　 　

８２ ３２ 　 　 　 　

８３ ３２ 　 　 　 　

８４ ３２ 　 　 　 　

８５ ３３ 　 　 　 　

　（提案理由）

　現行の一般職の職員の給与制度において、課長級及び部長級の職務の級が、職務の複雑

、困難及び責任の度に基づいて複数の級に分類され不明確となっていることから、これを

解消するため、所要の規定の整備を行おうとするものである。
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奈良市議案第７４号

奈良市職員の退職手当に関する条例の一部改正について

　奈良市職員の退職手当に関する条例の一部を次のように改正しようとする。

　　令和６年９月６日提出

奈良市長　　仲　川　元　庸　　

　　　奈良市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例

　奈良市職員の退職手当に関する条例（昭和５９年奈良市条例第６号）の一部を次のよう

に改正する。

　附則第１７項中「の改定」の次に「（以下「給料月額７割改定」という。）」を加える

。

　附則第２４項中「第２２項」を「第２５項」に改め、同項を附則第２７項とする。

　附則第２３項の前の見出しを削り、同項を附則第２６項とし、同項の前に見出しとして

「（月ヶ瀬村及び都祁村の編入に伴う経過措置）」を付する。

　附則第２２項の次に次の３項を加える。

２３　当分の間、給料月額７割改定が行われた後に退職した者について、その者の基礎在

職期間中に、奈良市一般職の職員の給与に関する条例及び奈良市一般職の任期付職員の

採用及び給与の特例に関する条例の一部を改正する条例（平成２９年奈良市条例第２１

号）附則第５項の規定による特定の職務の級の切替えによつて生じた給料月額の改定に

よつて特定減額前給料月額（給料月額７割改定が行われた日の前日にその者が受けてい

た給料月額（以下「７割減額前給料月額」という。）より額の多いものに限る。以下同

じ。）が生じた場合におけるその者に対する退職手当の基本額は、第３条から第５条ま

で及び第５条の２第１項の規定にかかわらず、次に掲げる額の合計額とする。

⑴　その者が特定減額前給料月額に係る減額日のうち最も遅い日の前日に現に退職した

理由と同一の理由により退職したものとし、かつ、その者の同日までの勤続期間及び

特定減額前給料月額を基礎として、第３条から第５条までの規定により計算した場合

の退職手当の基本額に相当する額
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⑵　その者が給料月額７割改定が行われた日の前日に現に退職した理由と同一の理由に

より退職したものとし、かつ、その者の同日までの勤続期間及び７割減額前給料月額

を基礎として、７割減額前給料月額に、アに掲げる割合からイに掲げる割合を控除し

た割合を乗じて得た額

ア　その者に対する退職手当の基本額が第３条から第５条までの規定により計算した

額であるものとした場合における当該退職手当の基本額の７割減額前給料月額に対

する割合

イ　前号に掲げる額の特定減額前給料月額に対する割合

⑶　退職日給料月額に、アに掲げる割合からイに掲げる割合を控除した割合を乗じて得

た額

ア　その者に対する退職手当の基本額が第３条から第５条までの規定により計算した

額であるものとした場合における当該退職手当の基本額の退職日給料月額に対する

割合

イ　前号アに掲げる額の７割減額前給料月額に対する割合

２４　前項の規定にかかわらず、第５条の３に規定する者について、第５条から第５条の

３までの規定により計算した退職手当の基本額が同項の規定により計算した退職手当の

基本額よりも多いときは、その多い方の額をその者の退職手当の基本額とする。

２５　附則第２３項の規定により計算した退職手当の基本額が次の各号に掲げる割合（同

項第２号イ及び第３号イに掲げる割合を合計した割合をいう。）の区分に応じ当該各号

に定める額を超えるときは、同項の規定にかかわらず、当該各号に定める額をその者の

退職手当の基本額とする。

⑴　６０以上　特定減額前給料月額に６０を乗じて得た額

⑵　６０未満　特定減額前給料月額に附則第２３項第２号イに掲げる割合を乗じて得た

額、７割減額前給料月額に同項第３号イに掲げる割合を乗じて得た額及び退職日給料

月額に６０から同項第２号イ及び第３号イに掲げる割合を控除した割合を乗じて得た

額の合計額

　　　附　則

　（施行期日等）

１　この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の奈良市職員の退職手当に

関する条例（以下「改正後の退職手当条例」という。）の規定は、令和６年４月１日か
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ら適用する。

　（給与の内払）

２　改正後の退職手当条例附則第２３項から第２５項までの規定を適用する場合には、こ

の条例による改正前の奈良市職員の退職手当に関する条例の規定に基づいて支給された

退職手当は、改正後の退職手当条例の規定による退職手当の内払とみなす。

　（提案理由）

　定年延長制度の導入に伴う給料月額の減額措置が、退職手当の算定をする際に一部の職

員において影響を及ぼすことが判明したことから、職員が不利益な取扱いとならないよう

所要の規定の整備を行おうとするものである。
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奈良市議案第７５号

	 奈良市立保育所設置条例及び奈良市立学校設置条例
	 の一部改正について

　奈良市立保育所設置条例及び奈良市立学校設置条例の一部を次のように改正しようとす

る。

　　令和６年９月６日提出

奈良市長　　仲　川　元　庸　　

　　　奈良市立保育所設置条例及び奈良市立学校設置条例の一部を改正する条例

　（奈良市立保育所設置条例の一部改正）

第１条　奈良市立保育所設置条例（平成１７年奈良市条例第２６号）の一部を次のように

改正する。

　　第２条の表三笠保育園の項を削る。

　（奈良市立学校設置条例の一部改正）

第２条　奈良市立学校設置条例（昭和３９年奈良市条例第１６号）の一部を次のように改

正する。

　　第２条の表幼稚園の部奈良市立鳥見幼稚園の項及び奈良市立二名幼稚園の項を削る。

　　　附　則

　この条例は、令和７年４月１日から施行する。

　（提案理由）

　奈良市幼保再編計画に基づき、保育所及び幼稚園の一部を再編するため、関係条例の規

定を整備しようとするものである。
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奈良市議案第７６号

奈良市国民健康保険条例の一部改正について

　奈良市国民健康保険条例の一部を次のように改正しようとする。

　　令和６年９月６日提出

奈良市長　　仲　川　元　庸　　

　　　奈良市国民健康保険条例の一部を改正する条例

　奈良市国民健康保険条例（昭和３４年奈良市条例第１３号）の一部を次のように改正す

る。

　第２０条第１項中「６箇月」の次に「（急患等として保険医療機関又は保険薬局を受診

した被保険者に係る保険料の納付については、資力の活用が可能となるまでの期間として

最長１年）」を加える。

　第２６条中「第９項」を「第５項」に、「若しくは虚偽」を「又は虚偽」に改め、「又

は同条第３項若しくは第４項の規定により被保険者証の返還を求められてこれに応じない

場合」を削る。

　　　附　則

　（施行期日）

１　この条例は、令和６年１２月２日から施行する。ただし、第２０条の改正規定は、公

布の日から施行する。

　（経過措置）

２　この条例による改正後の奈良市国民健康保険条例第２０条の規定は、令和６年度分の

保険料のうち令和６年１０月以後の期間に係るもの及び令和７年度以後の年度分の保険

料について適用し、令和６年度分の保険料のうち令和６年９月以前の期間に係るもの及

び令和５年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

３　この条例の施行の日（以下「施行日」という。）前にした行為及び行政手続における

特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の一部

の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令（令和６年政令第２６０号）
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第９条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行

為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

　（提案理由）

　現行の国民健康保険の被保険者証が廃止されることに伴い、被保険者証に係る規定を削

るほか、所要の規定の整備を行おうとするものである。
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奈良市議案第７７号

奈良市音
おん

声
じよう

館条例の一部改正について

　奈良市音
おん

声
じよう

館条例の一部を次のように改正しようとする。

　　令和６年９月６日提出

奈良市長　　仲　川　元　庸　　

　　　奈良市音
おん

声
じよう

館条例の一部を改正する条例

　奈良市音
おん

声
じよう

館条例（平成６年奈良市条例第２４号）の一部を次のように改正する。

　第１条中「の継承並びに音楽及び演芸の振興を図り、」を「から現代的な芸術表現まで

、あらゆる文化活動の振興を通じ市民及び団体の交流を創出し、もって」に改め、「向上

」の次に「及び市の魅力発信」を加える。

　第３条中「次の各号に」を「次に」に改め、同条第１号中「及び」の次に「発展並びに

その他芸術文化の」を加え、同条第２号及び第３号を次のように改める。

⑵　生活文化の振興に関すること。

⑶　実演芸術をはじめとした文化に触れる機会の提供及び文化による交流の創出に関す

ること。

　第１４条中「次の各号に」を「次に」に改める。

　　　附　則

　この条例は、令和７年４月１日から施行する。ただし、第３条の改正規定中「次の各号

に」を「次に」に改める部分及び第１４条の改正規定は、公布の日から施行する。

（提案理由）

　音
おん

声
じよう

館について、伝統的な芸能のみならず、あらゆる文化活動の振興を促進することで

、市の魅力発信に資するよう、所要の規定の整備を行おうとするものである。
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奈良市議案第７８号

奈良市体育施設条例の一部改正について

　奈良市体育施設条例の一部を次のように改正しようとする。

　　令和６年９月６日提出

奈良市長　　仲　川　元　庸　　

　　　奈良市体育施設条例の一部を改正する条例

　奈良市体育施設条例（昭和６０年奈良市条例第２４号）の一部を次のように改正する。

　別表第４補助競技場の項中「３，０００」を「４，８００」に、「４，０００」を「６

，４００」に、「８，０００」を「１２，８００」に、「１，８００」を「１４，０００

」に、「２，４００」を「１９，０００」に、「４，８００」を「３３，０００」に、「

１５０」を「２００」に、「２００」を「２５０」に改める。

　　　附　則

　（施行期日）

１　この条例は、公布の日から施行する。

　（経過措置）

２　この条例による改正後の奈良市体育施設条例別表第４の規定は、この条例の施行の日

以後の使用承認に係る使用料について適用し、同日前の使用承認に係る使用料について

は、なお従前の例による。

　（提案理由）

　鴻ノ池陸上競技場補助競技場のグラウンドを天然芝で舗装したことに伴い、使用料の額

の改定を行おうとするものである。
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奈良市議案第７９号

奈良市コミュニティスポーツ施設条例の一部改正について

　奈良市コミュニティスポーツ施設条例の一部を次のように改正しようとする。

　　令和６年９月６日提出

奈良市長　　仲　川　元　庸　　

　　　奈良市コミュニティスポーツ施設条例の一部を改正する条例

　奈良市コミュニティスポーツ施設条例（昭和６１年奈良市条例第１２号）の一部を次の

ように改正する。

　別表第１に次のように加える。

奈良市右京コミュニティスポーツ会館 奈良市右京四丁目１１番地の１

　　　附　則

　この条例は、規則で定める日から施行する。

　（提案理由）

　旧右京小学校敷地内に、新たに右京コミュニティスポーツ会館を設置することに伴い、

所要の規定の整備を行おうとするものである。
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奈良市議案第８０号

奈良市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部改正について

　奈良市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を次のように改正しようとする。

　　令和６年９月６日提出

奈良市長　　仲　川　元　庸　　

　　　奈良市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例

　奈良市災害弔慰金の支給等に関する条例（昭和４９年奈良市条例第２１号）の一部を次

のように改正する。

　第１６条を削り、第４章の次に次の２章を加える。

　　　第５章　災害弔慰金等支給審査委員会

第１６条　法第１８条の規定に基づき、災害弔慰金及び災害障害見舞金の支給に関する事

項を調査審議するため、市長の附属機関として、奈良市災害弔慰金等支給審査委員会（

以下「委員会」という。）を置く。

２　委員会は、委員７人以内をもつて組織する。

３　委員は、医師、弁護士その他市長が適当と認める者のうちから、市長が委嘱する。

４　委員の任期は、２年とし、再任されることを妨げない。ただし、補欠の委員の任期は

、前任者の残任期間とする。

５　前３項に定めるもののほか、委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、市長が規則

で定める。

　　　第６章　雑則

　（委任）

第１７条　この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定

める。

　　　附　則

　この条例は、公布の日から施行する。
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　（提案理由）

　地方自治法上の附属機関として、災害弔慰金及び災害障害見舞金の支給に関する事項を

調査審議する事務を担うため、奈良市災害弔慰金等支給審査委員会を設置しようとするも

のである。
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奈良市議案第８１号

奈良市火災予防条例の一部改正について

　奈良市火災予防条例の一部を次のように改正しようとする。

　　令和６年９月６日提出

奈良市長　　仲　川　元　庸　　

　　　奈良市火災予防条例の一部を改正する条例

　奈良市火災予防条例（昭和３７年奈良市条例第１２号）の一部を次のように改正する。

　第３９条第１項第１号中「第５条の３」を「第５条の５」に改める。

　　　附　則

　この条例は、公布の日から施行する。

　（提案理由）

　消防法施行規則の一部改正に伴い、引用条文の整理を行おうとするものである。
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奈良市議案第８２号

	 令和５年度奈良市水道事業会計
	 未処分利益剰余金の処分について

　令和５年度奈良市水道事業会計未処分利益剰余金９２７，６２４，８００円のうち、６

００，０００，０００円を減債積立金に、２００，０００，０００円を水道老朽施設更新

積立金に積み立て、また１００，０００，０００円を資本金へ組み入れ、残余を繰り越す

ものとする。

　　令和６年９月６日提出

奈良市長　　仲　川　元　庸　　
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奈良市議案第８３号

財産の取得について

　防災服等整備事業として、次に掲げる物品を取得するものとする。

　　令和６年９月６日提出

奈良市長　　仲　川　元　庸　　

１．物 品 の 表 示

名　　　称 種　　　類 数　量

防災服一式 防災服上衣、ズボン、ベルト、アポロキャップ １，４７０着

２．契 約 金 額　　２３，９３１，６００円

３．契約の相手方　　奈良市三条町５５５番地

　　　　　　　　　　株式会社中村商事

　　　　　　　　　　　代表取締役　中村　光士
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奈良市議案第８４号

財産の取得について

　最終処分地車両整備事業として、次に掲げる物品を取得するものとする。

　　令和６年９月６日提出

奈良市長　　仲　川　元　庸　　

１．物 品 の 表 示

名　　　称 種　　　類 数　量

埋立作業用バックホウ ＰＣ２００−１１ １　台

２．契 約 金 額　　１９，８００，０００円

３．契約の相手方　　奈良県天理市二階堂上ノ庄町２６５−１

　　　　　　　　　　コマツカスタマーサポート株式会社奈良支店

　　　　　　　　　　　支店長　赤坂　幸男
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奈良市議案第８５号

財産の取得について

　消防車両整備事業として、次に掲げる物品を取得するものとする。

　　令和６年９月６日提出

奈良市長　　仲　川　元　庸　　

１．物 品 の 表 示

名　　　称 種　　　類 数　量

消防ポンプ自動車 ＣＤ−Ⅰ型消防ポンプ自動車 １　台

２．契 約 金 額　　４５，８７０，０００円

３．契約の相手方　　兵庫県三田市テクノパーク３２番地

　　　　　　　　　　株式会社モリタ関西支店

　　　　　　　　　　　支店長　谷口　裕和
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奈良市議案第８６号

財産の取得について

　消防車両整備事業として、次に掲げる物品を取得するものとする。

　　令和６年９月６日提出

奈良市長　　仲　川　元　庸　　

１．物 品 の 表 示

名　　　称 種　　　類 数　量

消防ポンプ自動車 災害対応特殊消防ポンプ自動車ＣＤ−Ⅰ型 １　台

２．契 約 金 額　　４５，９２５，０００円

３．契約の相手方　　兵庫県三田市テクノパーク３２番地

　　　　　　　　　　株式会社モリタ関西支店

　　　　　　　　　　　支店長　谷口　裕和
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奈良市議案第８７号

財産の取得について

　消防車両整備事業として、次に掲げる物品を取得するものとする。

　　令和６年９月６日提出

奈良市長　　仲　川　元　庸　　

１．物 品 の 表 示

名　　　称 種　　　類 数　量

１ 救急自動車 災害対応特殊救急自動車 １　台

２ 救急自動車 高規格救急自動車 １　台

２．契 約 金 額　　５６，７６０，０００円

３．契約の相手方　　奈良市南京終町二丁目２６９番地

　　　　　　　　　　奈良トヨタ株式会社

　　　　　　　　　　　代表取締役　菊池　攻

− 109 −



奈良市議案第８８号

委託契約の締結について

　市道登美ヶ丘中町線鶴舞橋耐震補強工事委託について、次のとおり委託契約を締結する

ものとする。

　ただし、設計変更に伴い必要があるときは、委託契約金額の５パーセント以内において

変更することができる。

　　令和６年９月６日提出

奈良市長　　仲　川　元　庸　　

１　契 約 の 目 的　　市道登美ヶ丘中町線鶴舞橋耐震補強工事委託

２　契 約 の 方 法　　随意契約

３　契 約 金 額　　６９７，５４５，２００円

４　契約の相手方　　大阪市中央区大手前三丁目１番４１号　大手前合同庁舎

　　　　　　　　　　契約担当官

　　　　　　　　　　　近畿地方整備局長　長谷川　朋弘
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市道登美ヶ丘中町線鶴舞橋耐震補強工事委託の概要

１．委託場所　　奈良市鶴舞東町地内他

２．委託規模　　耐震補強工事　橋長　Ｌ＝９７．０ｍ　幅員　Ｗ＝９．６ｍ

３．工　　期　　契約の日から令和８年３月３１日まで
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奈良市議案第８９号

和解及び損害賠償の額の決定について

　令和６年４月８日午後０時３０分頃、奈良市高畑町地内において発生した、市道の平板

舗装の跳ね上がりにより、相手方の普通自動車の後部バンパーが損傷した事故について、

相手方から損害賠償の請求があった。

　本件については、和解により次のとおり損害賠償の額を決定するものとする。

　　令和６年９月６日提出

奈良市長　　仲　川　元　庸　　

１　損害賠償の額　　１，３４０，４２７円
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奈良市議案第９０号

奈良県後期高齢者医療広域連合規約の変更について

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２９１条の３第１項の規定により、奈良県後

期高齢者医療広域連合規約（平成１９年３月１０日奈良県指令市町村第１１１８号）を次

のとおり変更したいので、同法第２９１条の１１の規定により議会の議決を求める。

　　令和６年９月６日提出

奈良市長　　仲　川　元　庸　　

　　　奈良県後期高齢者医療広域連合規約の一部を変更する規約

　奈良県後期高齢者医療広域連合規約（平成１９年３月１０日奈良県指令市町村第１１１

８号）の一部を次のように変更する。

　別表第１中「被保険者証及び資格証明書」を「資格確認書等」に改める。

　　　附　則

　この規約は、令和６年１２月２日から施行する。
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奈良市諮問第２号

人権擁護委員の候補者の推薦について

　人権擁護委員の候補者として次の者を推薦いたしたいので、人権擁護委員法第６条第３

項の規定により議会の意見を問う。

　　令和６年９月６日提出

奈良市長　　仲　川　元　庸　　

住　所　　

氏　名　　石
いし

　巻
まき

　　昌
まさ

　孝
たか
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履　　　歴　　　書

氏　　名　　　石　巻　　昌　孝

生年月日　　　

現 住 所　　　

学　　　　　　　歴

　　

　　

職　　　　　　　歴
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奈良市諮問第３号

人権擁護委員の候補者の推薦について

　人権擁護委員の候補者として次の者を推薦いたしたいので、人権擁護委員法第６条第３

項の規定により議会の意見を問う。

　　令和６年９月６日提出

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　奈良市長　　仲　川　元　庸　　

住　所　　

氏　名　　宮
みや

　本
もと

　　眞
ま

　樹
き

　子
こ
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履　　　歴　　　書

氏　　名　　　宮　本　　眞　樹　子

生年月日　　　

現 住 所　　　

学　　　　　　　歴

　　

　　

職　　　　　　　歴
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奈良市諮問第４号

人権擁護委員の候補者の推薦について

　人権擁護委員の候補者として次の者を推薦いたしたいので、人権擁護委員法第６条第３

項の規定により議会の意見を問う。

　　令和６年９月６日提出

奈良市長　　仲　川　元　庸　　

住　所　　

氏　名　　小
お

　川
がわ

　　富
ふ

　士
じ

　子
こ
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履　　　歴　　　書

氏　　名　　　小　川　　富　士　子

生年月日　　　

現 住 所　　　

学　　　　　　　歴

　　

職　　　　　　　歴
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